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正しく分別して紙類として出すことで
可燃ごみ減量化と、再資源化が可能と
なります。

プラスチック製の容器・袋・ラベルなど
汚れている場合は、汚れを取り除いて出してください。

◯注意点
　台風や大雨・大雪等の悪天候時は、原則ごみ収集を実施しますが、ごみ出し時の怪
我や事故の危険も高まります。また、収集作業にも支障をきたすため、ごみ出しはな
るべく控えていただき、次回該当の収集日に出していただきますようお願いします。
　なお、状況によっては収集を中止する場合や収集時間の変更もありますので、ご
理解ご協力をお願いします。
　中止や変更となる場合は、ホームページ及びさんあ～る等でお知らせします。

ご使用のスマートフォンやタブレット端末に設定している言語に対応します。
（対応外国語：英語・ベトナム語）
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



ハンガー、

※汚れている場合は可燃ごみとしてでは
なく、汚れを取り除いてプラスチック類
で出してください。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。
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有害ごみ
収集休み
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



電池・バッテリー・梱包資材は、取り外して
投入してください。

※家電リサイクル法対象の４品目（テレビ、エアコ
　ン、冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫、洗濯機・衣類乾燥
　機）は回収できません。

使い切った

上記の注意書きのほか、照明器具の蛍光管などは、
取り外して引き渡してください。

（できる限り庁舎東側出入口から
搬入してください。）



お手数ですが、
必要金額の
切手を貼って
ください。

申込みは、インターネットによる電子申請もできます。
（えひめ電子申請システムの登録が必要となります。）

不要品を捨てる前に、複数のリユースショップからの
買取価格を比較し、手軽に売ることもできるサービス
「おいくら」の利用を検討してみませんか。



お
手
数
で
す
が
、

必
要
金
額
の

切
手
を
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

お
手
数
で
す
が
、

必
要
金
額
の

切
手
を
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

お
手
数
で
す
が
、

必
要
金
額
の

切
手
を
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。



※事業活動に伴って生じるものは、町が収集するごみ（粗大以外のごみを含む）の対象ではありません。
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